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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，国立研究開発

法人産業技術総合研究所（AIST）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日

本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日

本産業規格である。これによって，JIS S 0052:2011 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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アクセシブルデザイン－ 

触知記号及び触知文字の設計方法 

Accessible design-Guidelines for designing tactile symbols and characters 

 
序文 

この規格は，2019 年に第 1 版として発行された ISO 24508 を基とし，我が国の実情を反映させるため技

術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，附属書 JA は，対応国際規格にはない事項である。また，この規格で側線又は点線の下線を施し

てある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属

書 JB に示す。 

視覚及び聴覚に頼らず情報を得ようとする人々に対して，製品又は環境に触覚情報，例えば盛り上がっ

た記号，文字などを提供することは，アクセシビリティを向上させる一つの方法である。触覚情報の利用

は，製品・サービス・環境のアクセシブルデザインを支援する手法として，ますます重要性を増している。 

アクセシブルデザインの概念において触覚情報を活用する場合，人間の触知覚の特性に基づき，ユーザ

が情報を正しく理解しやすくするための配慮が必要である。そのためには，人間の触知覚に関する人間工

学的な知見に基づいた触知記号及び触知文字を設計する方法について標準化する必要がある。 

この規格は，視覚障害者を含むより多くの人々に触覚を用いて情報を表示及び伝達する際に用いられる

触知記号及び触知文字について，人間の触知能力に関する基本特性及びその加齢変化，更には，触知経験

の影響を考慮して，適切に設計するための方法を JIS S 0052:2011 として，作成したものである。その後，

JIS S 0052:2011 を基に，ISO 24508 が 2019 年に作成された。この規格は，国際規格との整合を図るために，

ISO 24508 を基にして改正されたものである。 

また，この規格は，JIS Z 8071:2017[1]のアクセシビリティの指針，及び ISO/TR 22411[2]の設計指針を採

用したものである。 

なお，この規格に記載している図及び表について，補足の説明を附属書 C に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，視覚及び聴覚に頼らず情報を得ようとする人々への情報伝達のための表示に使用する触知

記号及び触知文字の設計方法及び設計要件について規定する。この規格は，触知記号及び触知文字が使用

される可能性のある住宅設備，交通機関・移動用機器，サービス，包装・容器及び消費生活製品（家電製

品など）を適用対象としている。 

この規格では，人間の触知能力に関する基本特性及びその加齢変化を考慮して，触覚による読みやすさ




